
未就学児の均等割額
を�/�軽減

��歳未満の被保険者の均等割額について
医療保険分：�/�減免
➁後期高齢者支援金等分：�/�減免

令和４年度分の国民健康保険税は、下表の税率により算定し、７月に世帯主に通知します。

３回目接種完了日から５カ月以上経過した下記の方
・��歳以上の方
・��歳～��歳で基礎疾患を有する方、または新型コロナ
　ウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高い
　と医師が認める方

��歳以上で、３回目接種が完了した方には、３回目接種
日から５カ月を目安に、市から接種券を送付します。

３回目接種が完了した��歳～��歳の方で、下記に該当し
接種を希望する方は保健センターへ申請が必要です。
●基礎疾患を有する方
●重症化リスクが高いと医師が認めた方
申請方法：１．市ホームページからの電子申請
　　　　　２．保健センターに来所しての申請
　　　　　　　（月～金、午前８時��分～午後５時��分）

１．以下の病気や状態で、通院・
　　入院中の方
　・慢性の呼吸器の病気
　・慢性の心臓病（高血圧含む）
　・慢性の腎臓病
　・慢性の肝臓病（肝硬変等）
　・治療中又は他疾病併発の糖尿病
　・血液の病気（ 鉄欠乏性貧血を除く )
　・免疫機能が低下する病気
　・免疫機能を低下させる治療を受けている
　・免疫の異常に伴う神経疾患
　・神経疾患、神経筋疾患が原因で身体機
　　能が衰えた状態
　・染色体異常
　・重症心身障害
　・睡眠時無呼吸症候群
　・重い精神疾患

２．ＢＭＩ��以上の肥満の方
　・BMI＝体重（㎏）÷身長（m）÷身長（m）

市内医療機関での個別接種、保健センター
集団接種にかかわらずコールセンターで
のみ受け付けます。（３回目または１・２回
目接種分）

（精神疾患で入院、手帳保持、自立支援医療で
  「重度かつ継続」、知的・療養手帳保持の方)
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市保険年金課　☎45−8124　　 43−2933 下妻市コールセンター　☎050−5445−3743（午前８時〜午後６時、平日・土日・祝日）


